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公害等調整委員会事務局 
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令和６年６月７日、各都道府県の公害紛争処理を担当する公害審査会等の会長を含む関係者の

皆様に東京にお集まりいただき、「第 54回公害紛争処理連絡協議会」を開催しました。この連絡協

議会は、公害紛争に関して情報・意見の交換を行うことで職務の執行に関し共通の理解を持ち、公

害紛争処理制度の円滑な運営を図るために例年６月頃開催しているものです。開催当日の概要に

ついて、次号と併せ前半後半の２回に分けてお知らせします。前半の様子につきましては次のとお

りです。 

１ 委員長挨拶 

連絡協議会の冒頭、公害等調整委員会 永野委員長よりご挨拶致しました。 

（以下、挨拶全文） 

本日は、ご多忙な中、「第 54回公害紛争処理

連絡協議会」にご参加いただき、誠にありがと

うございます。 

皆さまには、公害紛争の迅速かつ適正な解決

のため、日頃より多大なご尽力をいただき、ま

た、当委員会の業務にご理解とご協力をいただ

いておりますことに対して、厚く御礼申し上げ

ます。 

裁判制度とは別に公害紛争に特化した行政

ＡＤＲとして、公害紛争処理制度が発足して半

世紀余りが経過しましたが、この連絡協議会は、

本年度が第 54 回という回数が物語るように、

制度発足当初から公害紛争処理制度の担い手

である全国の県審査会と公調委が一堂に会し

て、時々の課題に対する率直な意見交換と有益

な情報共有を行う場となってまいりました。近

年は国民の紛争解決ニーズの変化に対応して、

制度の役割をいかに果たしていくかとの観点

から、県審査会と公調委、県審査会と市町村の

相談窓口、県審査会相互の「連携」をテーマに

種々の方策について協議してきていますが、全

体構想が見えにくいとのご意見も聞かれたと

ころです。 

そこで、公調委の部内で数年来議論してきて

いる問題意識については、先般、愛知県の県審

査会長のご協力を得て行った対談の中でお示

しし、機関誌「ちょうせい」5月号に「対談 行

政ＡＤＲの基本戦略」として掲載させていただ

きました。 

詳しくは繰り返しませんが、そこでの構想は、

公害紛争処理制度で解決されるべき紛争が未

解決のまま放置されず、ふさわしい機関で処理

されるようにして、公害紛争処理制度全体の解

決力の総和を高める観点から、第 1に、競合す

る紛争解決機関の中から利用者に選択しても

らえるよう、各機関が強みと特色を活かした運

用を行うこと、第 2に、利用者の利便性を高め

ること、特にＩＴの積極的活用、第 3に、各機

関の窓口相談の段階で適切な事件を汲み上げ、

あるいは適切な機関への申立てを誘導するな

ど関係機関の窓口間の連携を強化すること、第

4 に、効果的な利用者への制度周知という切り

口で各種方策を位置づけようとするものです。 

各県の置かれている状況には違いがありま

すが、同じような隘路や制約のもとで、改善に
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向けて工夫され、苦労されていることは、他の

県においても参考になると思われます。本日の

グループ別意見交換においては、是非、忌憚の

ない、活発なご発言をいただきまして、議論を

深めていきたいと思います。 

もとより、全体構想と言っても一朝一夕に実

現するものではなく、国民の紛争解決ニーズに

適った制度運営を目指して、試行錯誤しながら

継続的な取組を続けていく必要があるもので

すが、本日の連絡協議会が、このような取組の

きっかけとなることを祈念いたしまして、私か

らのご挨拶とさせていただきます。 
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２．公害等調整委員会事務局からの報告 

続いて、公害等調整委員会事務局 岡田次長より公害等調整委員会の概況等について説明

致しました。 

◎発言のポイント

ポイント１．公害紛争処理手続のＩＴ化 

⑴公調委では令和４年度からウェブ会議方式を導入。令和６年４月よりウェブ会議方式を

委員会規則に規定。

⑵公調委におけるウェブ会議方式の導入状況

・令和５年度全体のおおむね 68％がウェブ会議方式で実施。

・事前の当事者ヒアリング等は、約８割がウェブ会議方式で実施。

⑶ウェブ会議による実施の手引きの実務的なポイント

・通話者の本人確認手続

・通話者の周辺の環境の確認（立会いの了解が得られていない第三者がいないことなどの確認）。

・許可を受けない撮影、録音、録画の禁止。

⑷公害審査会等へのお願い

・ウェブ会議方式の導入により当事者が出向く必要がなくなる。利便性向上のためにもウェ

ブ会議方式の導入を強くお願いしたい。

・公害審査会等における調停手続の概要や委員名簿等の都道府県のホームページへの掲載を

お願いしたい。特に制度の説明、委員名簿、申請書の様式例はホームページに是非掲載し

ていただきたい。

・手続のオンライン化、制度の利用者にとって必要となる情報（申請書の書き方など）のホ

ームページへの掲載は、制度利用の前提として必要なものであり、取り組んでいただきたい。

18　ちょうせい　第118号（令和６年８月）



（前編） 

ポイント２．騒音事件に関する研究会 

⑴都道府県公害審査会における調停成立のポイント

・都道府県公害審査会の調停成立のためには、ある程度期日を重ねて調停委員による粘り強

い調整と説得を行うことが有効。

・調査を絶対視せず、多様な手法を動員してアプローチすることが有効。

⑵公調委からの提言

・都道府県と市区町村との連携の強化が重要。

・諦めることなく、粘り強く丁寧な進行をして、解決策のアイデアを出すことが重要。
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（以下、発言全文） 

 お配りしている資料に沿って御説明いた

します。 

大きな一つ目として、公害等調整委員会の

概況についてという資料を御覧ください。 

１ページ目をお願いいたします。こちらが

公調委における公害紛争の処理状況ですが、

令和５年度は新規受付が 35 件でした。前年

度は 24 件でしたので、それに比べますと増

加しているということです。ページの下の方

に近年の特徴を掲載しておりますけれども、

都市型、生活環境型の公害紛争が目立つ。裁

定事件の割合が高く、約９割を占める。騒音

をめぐる事件の割合が高く、約６割を占めま

す。 

 ２ページ目をお願いいたします。こちら２

つ事件を記載していますが、１つ目がこの公

調委係属中の事件例として、自動車排ガスの

事件を掲載しております。申立人の方々が

100名を超える非常に大型の事件です。２つ

目ですけれども、終結した事例として、茨城

県稲敷市における土砂埋立てに伴う土壌汚

染関連の事件を掲載しております。こちらは

裁定で、事業者の責任とともに市の責任も一

部認めたというものになっております。 

３ページ目をお願いいたします。①ですが、

令和５年度は都道府県公害審査会等におけ

る新規受付は 43 件でした。その前の令和４

年度の 29 件に比べますとこちらも大きく増

加しています。③でございますけれども、令

和４年度の全国の公害苦情の新規受付件数

は約７万 2,000件ということです。 

 ５ページをお願いいたします。過去３年の

都道府県公害審査会の年間の平均受付件数

ですが、都道府県によってばらつきが大きい

ということが分かります。 

 続きまして、大きな２つ目として６ページ

の公害紛争処理制度の全体構想です。こちら

先ほど冒頭の永野委員長の御挨拶にもあり

ましたけれども、私どもの機関誌「ちょうせ

い」の５月号に掲載しています。 

再度確認ですけれども、１つ目が公害紛争

処理制度のビジョンということで、紛争処理

制度全体、市区町村・都道府県・公調委全体

で解決力の総和を高めるということです。解

決されるべき紛争が未解決のまま放置され

ず、ふさわしい機関で処理をされるというこ

とがビジョンとして挙げております。 

 課題の方策の１番目が、各機関が自らの強

みと特色を意識した運用を工夫するという

こと。 

 ２つ目が、利用者の利便性の向上。特にＩ

Ｔの活用の関係です。 

 ３番目が、適切な事件のくみ上げ、適切な

機関への申立ての誘導ということを挙げて

おります。 

 ４つ目が利用者、相談先となる弁護士を含

めて周知を行うということです。 

 本日はこの２つ目の方策として、特にＩＴ

の活用について御説明するとともに、この方

策の１番目ですけれども、自らの強みと特色

を生かした運用の工夫、その一環として騒音

問題研究会について御説明いたします。 

 続きまして、大きな３番目といたしまして、

公害紛争処理手続のＩＴ化です。【追加資料

①】法務省民事局のカラーの「民事訴訟法（Ｉ

Ｔ関係）等の改正に関する法律」の概要です。

もう弁護士の先生方は当然御存じのことな

んですけれども、行政サイドの職員にとって

は多分余りなじみのないお話だと思います。 
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 資料の２つ目のところ、色を３つ書き分け

ていますけれども、これが民事訴訟制度のＩ

Ｔ化です。 

 一番左がオンライン提出等となっており

ます。※のところにありますように、弁護士

の先生方は、オンライン提出・受取が義務化

されたということです。 

 ２つ目がウェブ参加等ということで、ここ

を今日お話ししたいのですが、ウェブ参加が

可能な期日の拡充、要件の緩和です。 

 ３が記録の閲覧ということで、原則電子化

されます。 

 こういったことが裁判所、民事訴訟の方で

は行われているということです。 

 一番下のところに施行のことが書いてい

ますけれども、下から２番目、ウェブ会議に

よる口頭弁論の期日への参加は令和６年３

月に既に施行されている状況です。当事者本

人ですとか代理人の弁護士が裁判所に出向

かなくても、ウェブ会議で口頭弁論などの手

続を進められるようになったのですが、行政

関係者は余りなじみがないのではないかと

思いましたので、改めて御紹介しました。 

 裁定や調停といった当事者の間に立った

手続を行う公調委や各審査会においても、こ

の裁判所と同様、ウェブ会議の導入は当事者

の利便性向上のために進めていかなければ

ならない課題と考えております。 

 こうした流れを受けまして、資料の７ペー

ジに公調委のことを書いております。公調委

では令和４年度からウェブ会議を導入して

おりまして、令和６年４月からは委員会規則

を改正して、正式にウェブ会議方式を委員会

規則に規定しました。 

 資料には記載していませんが、ウェブ会議

のメリットといたしまして、当事者との関係

ではウェブ会議を可能とすることで日程調

整可能な候補日が増えて、より早いタイミン

グで期日を実施することができるようにな

ったということがあります。また、事務局と

しましては、ウェブ会議での期日の実施によ

り当事者控室の確保が不要になるというこ

とで、当事者対応などの事務負担の軽減につ

ながったと考えております。 

このウェブ会議の導入に必要なのはパソ

コンですとか、モニター、ウェブカメラ、集

音マイクなどのハード機器と、Ｗｅｂｅｘな

どのウェブ会議システムですが、各都道府県

ではコロナの流行でこのウェブ会議システ

ムが何らかの形で導入されているのではな

いかと思います。 

資料８ページと９ページを御覧ください。

こちらはウェブ会議方式による実施の手引

きといたしまして、公調委のホームページに

掲載をして、利用者向けに一般に公開してい

る資料になります。1 

 実務的なポイントといたしましては、９ペ

ージの別紙になりますが、（１）の１つ目の

○、こちらが通話者の本人確認手続になりま

す。 

 ２つ目の○が、通話者の周辺の環境の確認。

立会いの了解が得られていない第三者がい

ないことなどの確認になります。 

（２）の１つ目の○になりますが、許可を
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1「公害等調整委員会の手続のウェブ会議方式による実施の手引」（令和５年３月 公害等調整委

員会事務局）,https://www.soumu.go.jp/main_content/000938583.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000938583.pdf
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受けない撮影、録音、録画の禁止ということ

です。裁判所のやり方も確認しながら、厳正

な手続をしっかり進めていくということで

一応このようなペーパーを作って行ってお

ります。このやり方で今のところ問題は発生

しておりません。 

 10 ページに公調委でのウェブ会議方式の

導入状況を掲載しております。下の方の赤い

字ですが、令和５年度全体のおおむね 68％

がこのウェブ会議で実施しておりまして、事

前の当事者ヒアリング等では約８割でウェ

ブ会議等を実施しております。 

 11 ページが、以上申し上げましたまとめ

になりますけれども、ウェブ会議方式の導入

により当事者が公調委、各都道府県庁等まで

出向く必要がなくなるということです。利便

性向上のためにウェブ会議方式の導入を強

くお願いしたいと考えております。 

 併せまして、審査会における調停手続の概

要や委員名簿等を都道府県のホームページ

に掲載することもお願いしたいことでして、

特に制度の説明、委員名簿、申請書の様式例

などはホームページに是非掲載していただ

きたいと思います。 

繰り返しになりますけれども、この手続の

ウェブ化、あと利用者がこの制度を利用する

際に必要となる情報、申請書の書き方などで

すけれども、こうした情報のホームページへ

の掲載は、現時点で事件の係属件数がゼロで

あっても制度利用の前提として必要なもの

ですので、取り組んでいただきますようお願

いします。 

 次に、各都道府県弁護士会に対する制度説

明やＰＲです。公調委では各都道府県の弁護

士会から依頼を受けまして、随時制度の説明

を行っており、オンラインや現地開催で紛争

処理制度ですとか公調委の事件に関する説

明をさせていただきました。公調委と各都道

府県審査会が連携して各都道府県弁護士会

にアプローチをしたいと考えておりまして、

各都道府県の皆様にいろいろ相談させてい

ただきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 最後に、大きな４番目が騒音事件に関する

研究会でございます。概要については、13ペ

ージ以下に記載をいたしております。 

 まず初めに、本日御出席の大阪府審査会長

の播磨様、宮城県審査会会長代理の塩谷様に

はこの研究会に御参加いただきました。この

場をお借りしまして厚く御礼を申し上げた

いと存じます。ありがとうございました。 

 報告書 2のポイントは資料のとおりなので

すが、報告書の 12 ページをご覧ください。

３－２－５としまして、都道府県公害審査会

における調停成立のポイントということで

記載をいたしております。 

 ポイント１といたしまして、期日を重ねて

調整することが有効ではないかというふう

にまとめているところでございます。 

 ２つ目がポイント２ということで、調査を

絶対視せず、多様な手法を動員してアプロー

チすることが有効である、こういったことを

述べております。14ページですけれども、公

調委からの提言といたしまして、まず都道府
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000946124.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000946124.pdf
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県と市区町村の連携の強化の重要性を述べ

ているところでございます。 

 また、次の段落ですけれども、諦めること

なく、ねばり強く丁寧な進行をし、解決策の

アイデアを出すことの重要性を述べている

ところでございます。 

 また、報告書の資料編 3になりますけれど

も、１ページ目から６ページにわたりまして、

大阪府及び宮城県における体制、市町村との

連携、公調委との連携等について記載をいた

しております。 

 また、７ページからは公調委が委嘱してお

ります公害苦情相談アドバイザー、これは県

や市区の公害苦情処理経験者、現役の方です

とかＯＢの方にアドバイザーになっていた

だいているんですが、こちらからのヒアリン

グ結果をまとめております。様々な御指摘を

頂いております。 

 33 ページ以下は公調委が委嘱しておりま

す専門委員ですが、大学の技術系の先生方な

どとの意見交換を記載しております。それぞ

れのお立場から貴重な視点を提供していた

だいているので、是非御覧いただきたいと思

います。 

 最後になりますけれども、【追加資料②】

公害紛争処理法 43条についてです。 

第 43 条ですが、審査会等は公害に係る紛

争に関する調停を行うために、必要があると

認めるときは関係行政機関の長、関係地方公

共団体の長に対し、公害発生の原因の調査に

関する資料その他の資料の提出、意見の開陳、

技術的知識の提供、その他必要な協力を求め

ることができるとなっております。相手方市

町村の協力が必要でございますけれども、非

常に強力な規定でございまして、この規定を

しっかりと適切に活用していただき、公害紛

争の解決に引き続き御尽力いただきたいと

考えております。 

御清聴ありがとうございました。 

3  「騒音事件に関する研究会令和５年度報告書」（令和６年３月公害等調整委員会）中「資料

編」として大阪府公害審査会及び宮城県公害審査会へのヒアリング概要、公害苦情相談アドバイ

ザーへのヒアリング概要並びに騒音関係の専門委員との意見交換会の概要を掲載。 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000946124.pdf 
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「公害等調整委員会の手続のウェブ会議方式による実施の手引」（令和５年３月 公害等調整委

員会事務局）は、公害等調整委員会ホームページに掲載。 

URL: https://www.soumu.go.jp/main_content/000938583.pdf 
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